令和８年度　観光人材育成・確保促進事業　講師登録申請書(様式第２号)


同意書
	登録条件（講師登録に関する要綱より）　※すべての内容を確認し、チェックを記入して下さい。

	第２条　講師は次に掲げるすべてを満たすことを要件とする。
□(１)国内に事業所等を置く企業等に属していること、又は国内在住の個人事業主であること。
□(２)暴力団員その他の反社会的勢力に属しないものであること、また、当該勢力と密接な関係を有する企業・団体に所属していないこと。
□(３)沖縄県から指名停止措置を受けている企業に所属していないこと。
□(４)日本以外の国籍を有する者については、日本国内において就労可能な在留資格(就労ビザ等)を有する者。
□(５)研修を予定している専門分野が、本事業の目的に合致すると認められること。
□(６)社員・スタッフ研修部門の講師として登録する者は、社員やスタッフ等を対象にスキルや技術の向上・定着を目的とした社内研修やセミナーの実施ができるものとし、上記(１)～(５)のほか、過去３年以内に研修やセミナー登壇の実績があることを要件とする。
□(７)語学を専門分野とする者は、上記(１)～(６)のほか、次に掲げる項目のすべてを満たすことを要件とする。
①登録する言語の語学講師の資格を有する者。
②登録する言語について、日本国内で講師としての活動歴が2年以上あること。
③日本語以外の言語を母国語とする者は、日本語での意思疎通を十分に図ることができること。
□(８)経営相談・マネジメント部門の講師として登録する者は、経営者を対象としたコンサルティング等の経営支援や伴走型のサポートができるものとし、上記(１)～(５)のほか、OCVBが認める支援機関等に専門家として登録されており、かつ支援実績を有していることを要件とする。
※上記に該当しない場合でも、OCVBの行う審査に基づき、講師として適格と認められる者については登録を行う。
第３条　以下のいずれかに該当する場合は、講師登録をしないものとする。
□(１)破産して復権していない場合。又は前述の企業・団体に所属し講師活動を行っている場合
□(２)所属する企業・団体の役員に次のいずれかに該当するものが含まれている場合
①破産者で復権を得ない者
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
③暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
（以下「暴力団の構成員等」とする）
④暴力団の構成員等の統制下にある場合
□(３)利用規約違反等により過去に掲載の停止または削除されたことがある場合


※直筆でご記入とご捺印下さい。

上記の内容に相違ありません。
令和　　年　　　月　　　日
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
